
まちづくり推進部の事務分掌 

地域づくり支援

課 
（１） 部内及び部間の連絡調整並びに庶務に関すること。 

（２） まちづくり調整会議に関すること。 

（３） 地域運営組織に関すること。 

（４） 横手市地区交流センターの管理及び運営の調整に関するこ

と。 

（５） 地区会議に関すること。 

（６） 地域づくり活動支援に関すること。 

（７） 集落支援員に関すること。 

（８） 多文化共生に関すること。 

（９） 利雪及び親雪に関すること。 

（１０） 岩手競馬及びJRAに関すること。 

（１１） 交通安全計画に関すること。 

（１２） 交通安全及び防犯に関すること。 

（１３） ともすけ共済に関すること。 

（１４） 男女共同参画社会推進に関すること。 

（１５） 犯罪被害者支援に関すること。 

横手の未来とも

につくる課 

（１） 移住・定住促進に関すること。 

（２） 地域おこし協力隊に関すること。 

（３） 応援人口に関すること。 

（４） ふるさと会に関すること。 

（５） ふるさと納税に関すること。 

（６） マンガ活用事業に関すること。 

（７） 増田まんが美術館に関すること。 

（８） 共創推進に関すること。 

横手地域課 （１） 横手地域局内の連絡調整及び事務に関すること。 

（２） 条里南庁舎の管理に関すること。 

（３） 条里南北庁舎の公用車の管理及び運行に関すること。 

（４） 横手地域各地区交流センターの管理及び運営に関すること。 

（５） 横手地域の行政サービスコーナーに関すること。 

（６） 証明書の交付に関すること。 

（７） 横手地域局道路管理センターの管理運営に関すること。 

（８） 横手地域に係る総務企画部、財務部、建設部及び消防本部の

事務に関すること。 

増田地域課 （１） 増田地域局内の連絡調整及び事務に関すること。 
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（２） 増田庁舎の管理に関すること。 

（３） 増田地域局の公用車の管理及び運行に関すること。 

（４） 増田地域の行事に関すること。 

（５） 増田地域各地区交流センターの管理及び運営に関すること。 

（６） 増田地域局道路管理センターの管理運営に関すること。 

（７） 増田地域に係る総務企画部、財務部、農林部、商工観光部、

建設部、上下水道部及び消防本部の事務に関すること。 

（８） 伝統的建造物群保存地区に関すること。 

（９） 前各号に掲げるもののほか、増田地域局の他課に属さない

こと。 

増田市民サービ

ス課 
（１） 増田地域に係る財務部、市民生活部及び健康福祉部の事務

に関すること。 

平鹿地域課 （１） 平鹿地域局内の連絡調整及び事務に関すること。 

（２） 平鹿庁舎の管理に関すること。 

（３） 平鹿地域局の公用車の管理及び運行に関すること。 

（４） 平鹿地域の行政サービスコーナーに関すること。 

（５） 平鹿地域の行事に関すること。 

（６） 平鹿地域各地区交流センターの管理及び運営に関すること。 

（７） 平鹿地域局道路管理センターの管理運営に関すること。 

（８） 平鹿地域に係る総務企画部、財務部、農林部、商工観光部、

建設部、上下水道部及び消防本部の事務に関すること。 

（９） 前各号に掲げるもののほか、平鹿地域局の他課に属さない

こと。 

平鹿市民サービ

ス課 
（１） 平鹿地域に係る財務部、市民生活部及び健康福祉部の事務

に関すること。 

雄物川地域課 （１） 雄物川地域局内の連絡調整及び事務に関すること。 

（２） 雄物川庁舎の管理に関すること。 

（３） 雄物川地域局の公用車の管理及び運行に関すること。 

（４） 雄物川地域の行事に関すること。 

（５） 雄物川地域各地区交流センターの管理及び運営に関するこ

と。 

（６） 雄物川地域局道路管理センターの管理運営に関すること。 

（７） 雄物川地域に係る総務企画部、財務部、農林部、商工観光

部、建設部、上下水道部及び消防本部の事務に関すること。 
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（８） 前各号に掲げるもののほか、雄物川地域局の他課に属さな

いこと。 

雄物川市民サー

ビス課 
（１） 雄物川地域に係る財務部、市民生活部及び健康福祉部の事

務に関すること。 

大森地域課 （１） 大森地域局内の連絡調整及び事務に関すること。 

（２） 大森庁舎の管理に関すること。 

（３） 大森地域局の公用車の管理及び運行に関すること。 

（４） 大森地域の行事に関すること。 

（５） 大森地域各地区交流センターの管理及び運営に関すること。 

（６） 大森地域局道路管理センターの管理運営に関すること。 

（７） 大森地域に係る総務企画部、財務部、農林部、商工観光部、

建設部、上下水道部及び消防本部の事務に関すること。 

（８） 前各号に掲げるもののほか、大森地域局の他課に属さない

こと。 

大森市民サービ

ス課 
（１） 大森地域に係る財務部、市民生活部及び健康福祉部の事務

に関すること。 

十文字地域課 （１） 十文字地域局内の連絡調整及び事務に関すること。 

（２） 十文字庁舎の管理に関すること。 

（３） 十文字地域局の公用車の管理及び運行に関すること。 

（４） 十文字地域の行政サービスコーナーに関すること。 

（５） 十文字地域の行事に関すること。 

（６） 十文字地域各地区交流センターの管理及び運営に関するこ

と。 

（７） 十文字地域局道路管理センターの管理運営に関すること。 

（８） 十文字地域に係る総務企画部、財務部、農林部、商工観光

部、建設部、上下水道部及び消防本部の事務に関すること。 

（９） 前各号に掲げるもののほか、十文字地域局の他課に属さな

いこと。 

十文字市民サー

ビス課 
（１） 十文字地域に係る財務部、市民生活部及び健康福祉部の事

務に関すること。 

山内地域課 （１） 山内地域局内の連絡調整及び事務に関すること。 

（２） 山内庁舎の管理に関すること。 

（３） 山内地域局の公用車の管理及び運行に関すること。 

（４） 山内地域の行事に関すること。 
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（５） 山内地区交流センター及び筏分館の管理及び運営に関する

こと。 

（６） 山内地域局道路管理センターの管理運営に関すること。 

（７） 山内地域に係る総務企画部、財務部、農林部、商工観光部、

建設部、上下水道部及び消防本部の事務に関すること。 

（８） 前各号に掲げるもののほか、山内地域局の他課に属さない

こと。 

山内市民サービ

ス課 
（１） 山内地域に係る財務部、市民生活部及び健康福祉部の事務

に関すること。 

大雄地域課 （１） 大雄地域局内の連絡調整及び事務に関すること。 

（２） 大雄庁舎の管理に関すること。 

（３） 大雄地域局の公用車の管理及び運行に関すること。 

（４） 大雄地域の行事に関すること。 

（５） 大雄地区交流センターの管理及び運営に関すること。 

（６） 大雄地域局道路管理センターの管理運営に関すること。 

（７） 大雄地域に係る総務企画部、財務部、農林部、商工観光部、

建設部、上下水道部及び消防本部の事務に関すること。 

（８） 前各号に掲げるもののほか、大雄地域局の他課に属さない

こと。 

大雄市民サービ

ス課 
（１） 大雄地域に係る財務部、市民生活部及び健康福祉部の事務

に関すること。 

 


